
JP 2017-501802 A 2017.1.19

10

(57)【要約】
　眼科手術器具は、眼科手術器具の遠位部に位置するマ
ーカを有する。眼球内での手術を行うために、眼科手術
器具の遠位部がマーカとともに眼球内に挿入される。撮
像装置は、眼科手術器具の遠位部を含めて眼球の眼底の
画像を撮像する。画像処理装置は、マーカを撮像画像か
ら識別し抽出するために撮像画像を処理する。マーカは
、可視光または赤外光域または他の分光域で高コントラ
スト特徴を有する。したがって、画像処理装置は、撮像
画像からマーカを識別し抽出してもよい。インジケータ
はマーカに基づいて生成され、撮像された、または処理
済みの眼底の画像に重ね合わされ、ユーザに手術情報を
示すためにユーザに表示されてもよい。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　眼球内に挿入されるように構成された遠位部を含む眼科手術器具と、
　前記眼科手術器具の前記遠位部に位置するマーカと、
　器具の位置検出システムであって、
　前記眼球の眼底内に撮像光を導入するように構成成された光源と、
　前記眼底から反射された前記撮像光を受光し、前記眼球内に挿入された前記眼科手術器
具の前記遠位部に合わせて前記眼底の画像を撮像するように構成成された撮像装置と、
　前記眼底の前記画像内で前記マーカの位置を判定するように構成成された処理装置と、
　を含む前記器具の位置検出システムと、
　を含む眼科手術器具追跡システム。
【請求項２】
　前記処理装置が、
　前記マーカを識別するために前記撮像画像を処理し、
　手術データを示すインジケータを生成し、
　前記インジケータを表示装置に重ね合わせる、
　ように構成される、請求項１に記載の眼科手術器具追跡システム。
【請求項３】
　前記マーカが、可視光域に１つまたは複数の高コントラスト特徴を有する、請求項１に
記載の眼科手術器具追跡システム。
【請求項４】
　前記マーカが、前記眼科手術器具に付着したデカールである、請求項１に記載の眼科手
術器具追跡システム。
【請求項５】
　前記マーカが、前記眼科手術器具の内表面に内接するか、または壁部に埋め込まれる、
請求項１に記載の眼科手術器具追跡システム。
【請求項６】
　前記マーカが、前記撮像画像内で前記マーカの配向を示すように構成成されたパターン
を含む、請求項１に記載の眼科手術器具追跡システム。
【請求項７】
　前記マーカが、赤外域または他の分光域において高コントラスト特徴を有する、請求項
１に記載の眼科手術器具追跡システム。
【請求項８】
　前記処理装置がさらに、
　前記撮像画像にコントラスト及び特徴強調処理を行い、
　前記強調画像内で前記マーカの画像を推定し、
　前記強調画像から前記マーカの前記画像を抽出し、
　前記マーカの前記画像から前記マーカの形状、位置及び配向を判定する、
　ことによって前記撮像画像内の前記マーカを識別するように構成された、請求項２に記
載の眼科手術器具追跡システム。
【請求項９】
　前記手術データが、前記眼科手術器具の位置、前記眼科手術器具の配向、画像、外科的
設定のパラメータのうちの１つ以上を含む、請求項２に記載の眼科手術器具追跡システム
。
【請求項１０】
　前記撮像装置が前記眼球の映像を撮像するように構成され、
　前記処理装置が前記インジケータを継続的に生成し、リアルタイムで重ね合わせるよう
に構成される、
　請求項２に記載の眼科手術器具追跡システム。
【請求項１１】
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　眼球内に挿入されるように構成された遠位部と、
　前記遠位部に配置され、また撮像装置によって撮像されるように構成されたマーカであ
って、前記眼科手術器具の遠位端の配向及び位置を示すように構成されたパターンを含む
前記マーカと、
　を含む眼科手術器具。
【請求項１２】
　前記マーカが、可視光域に１つまたは複数の高コントラスト特徴を有する、請求項１１
に記載の眼科手術器具。
【請求項１３】
　前記マーカが、前記眼科手術器具に付着したデカールである、請求項１１に記載の眼科
手術器具。
【請求項１４】
　前記マーカが、前記眼科手術器具の内表面に内接するか、または壁部に埋め込まれる、
請求項１１に記載の眼科手術器具。
【請求項１５】
　前記マーカが、赤外域または他の分光域において高コントラスト特徴を有する、請求項
１１に記載の眼科手術器具。
【請求項１６】
　眼球内に挿入された眼科手術器具の追跡方法であって、
　眼球の眼底内への撮像光の導入と、
　撮像装置による、前記眼底から反射された前記撮像光の受光と、
　前記撮像装置による、前記眼球内に挿入された眼科手術器具の遠位部に合わせた、前記
眼底の画像の撮像と、
　前記眼科手術器具の前記遠位部に付着したマーカの位置の判定と、
　を含む方法。
【請求項１７】
　前記マーカの位置の前記判定が、
　前記マーカを識別するための前記撮像画像の処理と、
　手術データを示すインジケータの生成と、
　前記インジケータの前記撮像画像または処理済み画像への重ね合わせと、
　前記撮像画像または前記処理済み画像の、前記重ね合わされたインジケータとの、表示
装置上の表示と、
　を含む、請求項１６に記載の方法。
【請求項１８】
　前記撮像画像の前記処理が
　前記撮像画像のコントラスト及び特徴強調処理の実行と、
　前記強調画像での前記マーカの画像の推定と、
　前記強調画像からの前記マーカの前記画像の抽出と、
　前記マーカの前記画像からの、前記マーカの形状、位置及び配向の判定と、
　を含む、請求項１７に記載の方法。
【請求項１９】
　前記手術データが、前記眼科手術器具の位置、前記眼科手術器具の配向、画像、外科的
設定のパラメータのうちの１つ以上を含む、請求項１７に記載の方法。
【請求項２０】
　前記眼球の映像の撮像ならびに前記インジケータの継続的な生成及びリアルタイムの重
ね合わせをさらに含む、請求項１７に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
背景
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　本明細書で開示される装置、システム及び方法は一般に、マーカを用いた器具追跡に関
し、より詳細には、眼科手術においてマーカを用いた器具追跡を行うように構成された装
置、システム及び方法に関する。
【０００２】
　手術用撮像プローブ、手術用鉗子、手術用はさみ、硝子体切除手術用プローブなどの手
術器具は、眼球内で様々な手術を行うために、眼科手術の際に眼球内に挿入されてもよい
。通常、手術器具の遠位部が眼科手術の際に眼球内に挿入される。したがって、眼球の手
術器具の遠位端を囲む部分が外科医にとっての関心領域である。手術中の内境界膜（ＩＬ
Ｍ）剥離のための光干渉断層法（ＯＣＴ）などの誘導による外科的処置を実現するために
、器具先端の自動追跡を利用してフィードバックループを効果的に完結させ、ＯＣＴエン
ジンによる走査目標部分の位置特定を可能にする。さらに手術中にリアルタイムのフィー
ドバックを与えるために、有用な手術データを外科医の現在の関心領域に重ね合わせても
よい。眼球に挿入した手術器具の遠位部を外科医が移動させると、それに応じて関心領域
が変わる可能性がある。したがって、外科医が現在の関心領域から目を離すことなく手術
データのオーバーレイを視覚化できるように手術データのオーバーレイを調整するため、
器具の自動追跡を利用して関心領域の位置を特定してもよい。
【０００３】
　一般的なオブジェクト追跡には、３つの従来技術が存在する。第１の技術は、動きに基
づくオブジェクト追跡である。動きに基づくオブジェクト追跡は自動監視のために利用さ
れてもよい。動きに基づくオブジェクト追跡には、オブジェクトを追跡するための背景差
分、フレーム間差分及びオプティカルフローなどの画像処理アルゴリズムが利用されても
よい。しかし、動きに基づくオブジェクト追跡アルゴリズムは準定常の背景を必要とし、
背景が絶えず変わる可能性がある眼科手術器具追跡には好適ではない場合がある。
【０００４】
　一般的なオブジェクト追跡のための第２の技術は、領域に基づくオブジェクト追跡であ
る。領域に基づくオブジェクト追跡は簡易オブジェクトの追跡のために利用されてもよい
。領域に基づくオブジェクト追跡において、オブジェクトテンプレートはオフラインで、
または第１のフレームの間に予め選択される。後続のフレームについては、テンプレート
が視野全体に渡って探索され、テンプレートに最も類似した位置がオブジェクトとして識
別される。しかし、領域に基づくオブジェクト追跡はオブジェクトの姿勢変化及び局所的
な照明変動に感応し、照明及び器具の配向が大きく変わる眼科手術においては器具追跡に
好適でない場合がある。
【０００５】
　一般的なオブジェクト追跡のための第３の技術は、特徴に基づくオブジェクト追跡であ
る。特徴に基づくオブジェクト追跡は、オブジェクト検出のために視野全体に渡って、輪
郭、縁、形状、色、角／関心点などのオブジェクトの固有特徴を抽出し、また探索しても
よい。しかし、特徴に基づく追跡アルゴリズムにおいては、環境及びオブジェクトの姿勢
変動に感応しない、オブジェクト固有の高コントラスト特徴は必要とされない。手術器具
のほとんどはコントラストの高い固有の特徴を有しないため、特徴に基づくオブジェクト
追跡は好適な結果をもたらさない場合がある。
【０００６】
　網膜硝子体手術においては、器具追跡の照明条件が困難である場合がある。エンドー照
明器が照明のために眼球内に挿入されてもよい。エンドー照明器は手術中に動く可能性が
あるため、照明条件が画像フレームごとに大きく変わる場合があり、また照らされている
眼底部の画像が時間の経過とともに大きく変動する場合がある。動きに基づく、また領域
に基づくオブジェクト追跡技術は、整合性のない照明条件下では実施が困難である場合が
ある。さらに片側から照らす単一の照明器を用いると、手術器具の影の影響及び鏡面反射
により、器具追跡の複雑性が高まる可能性がある。さらにビデオカメラを通じて眼底画像
を撮像するために、眼球からの撮像光のビーム路が、眼球の硝子体、高齢者水晶体、眼球
の角膜及びＢｉｎｏｃｕｌａｒ　Ｉｎｄｉｒｅｃｔ　Ｏｐｈｔｈａｌｍｏｍｉｃｒｏｓｃ
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ｏｐｅ（ＢＩＯＭ）レンズなどの複数の眼科的要素及び透光体を通過する場合がある。撮
像光のビーム路にあるこれらの眼科的要素がさらに画質を下げ、コントラストを低下させ
る可能性がある。したがってリアルタイムの器具追跡を実現するために様々な手術器具の
固有の特徴を抽出することが困難となる可能性がある。
【０００７】
　本開示は、先行技術の１つ以上の欠点に対処する装置、システム及び方法に関する。
【発明の概要】
【０００８】
概要
　例示的な態様において、本開示は眼科手術器具追跡システムに関する。眼科手術器具追
跡システムは、眼球内に挿入するように構成成された遠位部を有する眼科手術器具、眼科
手術器具の遠位部に位置するマーカ、及びマーカの検出により眼球内の眼科手術器具の遠
位部の位置を判定するように構成成された器具の位置検出システムを含んでもよい。
【０００９】
　器具の位置検出システムは、光を眼球内に導入するように構成成された光源、眼球内に
挿入された眼科手術器具の遠位部に合わせて眼球の画像を撮像するように構成成された撮
像装置、処理装置及び表示装置を含んでもよい。処理装置は、マーカを識別するために撮
像画像を処理し、手術器具の位置、手術器具の配向、画像、外科的設定のパラメータなど
の手術データを示すインジケータを生成し、インジケータを撮像画像または処理済み画像
に重ね合わせるように構成成される。表示装置は、インジケータを重ね合わせた撮像画像
または処理済み画像を表示するように構成成される。別の例示的な態様において、本開示
は眼球内に挿入された眼科手術器具の追跡方法に関する。方法には、撮像光の眼球内への
導入、眼球内に挿入された眼科手術器具の遠位部に合わせて眼球の画像の撮像、及び眼科
手術器具の遠位部に位置するマーカの検出による眼科手術器具の遠位部の眼球内での位置
判定が含まれてもよい。
【００１０】
　いくつかの態様においては、遠位部の位置判定に、マーカを識別するための撮像画像の
処理、手術器具位置、手術器具の配向、画像、外科的設定のパラメータなどの手術データ
を示すインジケータの生成、インジケータの撮像画像または処理済み画像への重ね合わせ
、及びインジケータを重ね合わせた撮像画像または処理済み画像の表示装置上での表示が
含まれてもよい。
　上述の一般的な説明と以下に述べる詳細な説明はいずれも本質的に例示及び説明であり
、本開示の範囲を限定することなく本開示を理解させることを意図している点を理解すべ
きである。その点において、本開示のさらなる態様、特徴及び利点は、以下に述べる詳細
な説明により、当業者には明らかである。
【００１１】
　添付図面は本明細書で開示される装置及び方法の実施形態を示しており、説明とともに
本開示の原理を説明するに役立つ。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】図１は、本開示の原理に則する態様による、例示的な眼科手術器具追跡システム
の概略図を示す。
【図２】図２は、本開示の原理に則する態様による、例示的な手術器具の遠位部を示す。
【図３】図３は、本開示の原理に則する態様による、マーカの斜視図及び様々な種類のマ
ーカを示す。
【図４】図４は、本開示の原理に則する態様による、器具の追跡方法を示す流れ図である
。
【図５】図５は、本開示の原理に則する態様による、眼科手術中の眼底の画像を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
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詳細な説明
　本開示の原理を理解することを促す目的で、次に、図面で説明する実施形態を参照し、
具体的な用語を使用してそれらの実施形態を説明する。しかし、それによって本開示の範
囲を限定することが意図されるわけではない。本開示が関連する当業者なら通常思いつく
ように、説明するシステム、装置、及び方法のあらゆる変更及びさらなる修正、ならびに
本開示の原理のさらなる応用が十分に企図される。特に、ある実施形態に関して説明され
るシステム、装置、及び／または方法は、本開示の別の実施形態に関して説明される特徴
、構成要素、及び／またはステップと組み合わせてもよいことが十分に企図される。しか
し、便宜上、これらの組み合わせの数多くの反復については個別に説明しない。簡潔にす
るために、いくつかの例において、同一または同様の部分を参照する図面を通して同じ参
照番号が用いられる。
【００１４】
　本明細書にて説明する装置、システム及び方法は、眼科手術器具の遠位部に位置するマ
ーカを有した眼科手術器具を含む、眼科手術器具追跡システムを提供する。眼球内で手術
を行うために眼科手術器具の遠位部がマーカとともに眼球内に挿入される時に、システム
がマーカの位置を追跡する。たとえばエンドー照明器などの光源は、光を眼球の眼底内に
導入してもよい。光は眼球の眼底及び眼科手術器具の遠位部に反射する場合がある。シス
テムの撮像装置は、眼球の眼底及び眼科手術器具の遠位部の画像を撮像するために反射光
を受光してもよい。
【００１５】
　システムはまた、撮像画像からマーカを識別し、抽出するために撮像画像を処理しても
よい画像処理装置を含んでもよい。マーカは可視光または赤外光域または他の分光域にお
いて、高コントラスト特徴を有してもよい。したがって、画像処理装置は撮像画像からマ
ーカを識別し抽出してもよい。マーカの位置は、手術器具の位置、手術器具の配向、画像
、外科的設定のパラメータなどの手術データを示すインジケータを生成するために利用さ
れてもよい。インジケータはその後、眼底の撮像画像または処理済み画像に重ね合わせら
れ、ユーザに表示される。高コントラストマーカは眼科手術において頻繁に見られる照明
変動または影の影響に対する感応性が低いため、上述のマーカを用いた眼科手術器具追跡
システムを利用して、安定した器具追跡が眼科手術中に実施されてもよい。さらに、シス
テムは眼球内での眼科手術中に外科医を補助するために、手術器具の有無、位置及び配向
、画像、外科的設定のパラメータなどの手術データをリアルタイムで示してもよい。
【００１６】
　図１は、例示的な眼科手術器具追跡システム、処置中の眼球１０１に対して配置される
、全体として指定された１００を示す。眼球１０１は強膜１０２、角膜１０４、前眼房１
０６及び後眼房１０８を含む。水晶体嚢１１０は後眼房１０８内に示される。眼球１０１
は網膜１１２をさらに含む。眼球１０１内で手術を行うために、眼科手術器具１３０が利
用されてもよい。眼科手術器具１３０は、外科医により扱われるために、また患者の眼球
１０１内に突出するように寸法取りされ形づくられてもよい。
【００１７】
　眼科手術器具１３０は、近位部１４８及び遠位部１４４を含んでもよい。近位部１４８
は、ユーザが手で握るように寸法取りされ形づくられてもよい。たとえば近位部１４８は
、ユーザが片手で握るように寸法取りされ形づくられる柄を画定してもよい。ユーザは利
用中に近位部１４８を操作することによって遠位部１４４の位置を制御してもよい。眼科
手術器具１３０の遠位部１４４は、マーカ１１４を含んでもよい。マーカは、眼科手術器
具追跡システム１００の撮像装置１２４によって検出可能な可視光または赤外分光または
他の分光域内で高コントラスト特徴を有してもよい。
【００１８】
　眼科手術器具追跡システム１００はまた、たとえばエンドー照明器などの光源１２２を
含んでもよい。光源１２２は、眼球１０１内に挿入されるように構成される遠位部を有し
てもよい。光源１２２の遠位端は、眼球１０１の眼底を照らすことができる撮像光を放射
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してもよい。眼底は眼球１０１の内表面であり、網膜１１２を含んでもよい。光源１２２
からの撮像光は、眼底及び眼科手術器具１３０の遠位部１４４から反射されてもよい。反
射した撮像光は、水晶体嚢１１０、前眼房１０６、角膜１０４を通過し、眼球１０１の眼
底画像を撮像するように構成成される撮像装置１２４によって受光されてもよい。レンズ
１３２及び１３４は、眼底から反射した撮像光を受光し、撮像光を撮像装置１２４に導く
ために、眼球１０１と撮像装置１２４との間に設けられてもよい。
【００１９】
　いくつかの実施形態では、撮像装置１２４が眼底の画像を撮像するように構成成された
１つまたは複数のビデオカメラを含んでもよい。ビデオカメラは、可視光分光、赤外分光
または他の分光域において画像を撮像してもよい。たとえば撮像装置１２４は、可視光分
光において眼底の画像を撮像するビデオカメラと赤外分光において眼底近くで赤外マーカ
１１４の赤外線画像を撮像するビデオカメラのいずれかまたは両方を含んでもよい。
【００２０】
　眼科手術器具追跡システム１００はまた、画像処理装置１２６を含んでもよい。画像処
理装置１２６は、撮像装置１２４によって撮像された画像フレームを受容し、画像フレー
ム上で様々な画像処理を行ってもよい。特に画像処理装置１２６は、画像フレームからマ
ーカ１１４の画像を識別し抽出するために、画像フレーム上で画像解析を行ってもよい。
さらに画像処理装置１２６は、インジケータを生成し、インジケータを眼底の画像または
処理済み画像に重ね合わせてもよい。インジケータは、眼底の画像内のマーカ１１４の位
置及び配向、眼科手術器具１３０の遠位端１４６の位置及び配向、画像、外科的設定のパ
ラメータなどの手術データを含んでもよい。重ね合わされた画像はその後、表示装置１２
８によってユーザに表示されてもよい。
【００２１】
　撮像装置１２４、画像処理装置１２６及び表示装置１２８は、互いに通信可能に接続さ
れた個別のハウジングにおいて、または共通のコンソールまたはハウジング内で実施され
てもよい。ユーザーインターフェイス１３６は、表示装置１２８及び／または画像処理装
置１２６と関連していてもよい。それには、入力装置の中でもとりわけ、たとえばキーボ
ード、マウス、ジョイスティック、タッチスクリーン、視線追跡装置、音声認識装置、ジ
ェスチャー制御モジュール、ダイヤル及び／またはボタンが含まれてもよい。ユーザは眼
球１０１の画像を撮るために撮像装置１２４を制御するように、ユーザーインターフェイ
ス１３６で所望の命令またはパラメータを入力してもよい。眼科手術中、外科医は眼底の
様々な部分内で眼科手術器具１３０の遠位端１４６の動作及び相対位置を視覚化するため
に、眼底の画像及び／または重ね合わされたインジケータを表示装置１２８上で確認して
もよい。
【００２２】
　図２は、眼科手術器具１３０の遠位部１４４の拡大図である。１つまたは複数のマーカ
１１４は、遠位部１４４に位置してもよい。特に眼科手術器具１３０が回転する時であっ
てもマーカ１１４が全方向において見えるように、マーカ１１４は眼科手術器具１３０の
遠位部に巻着してもよい。マーカ１１４は、眼科手術器具１３０に接着されたラベルまた
は印刷されたデカールであってもよい。マーカ１１４は、プラスチックなどの合成材料で
作成されてもよい。したがってマーカ１１４は、生体組織内で劣化しない。さらにマーカ
１１４は生体適合性であってもよく、生体組織に干渉または反応しない。いくつかの実施
形態では、マーカ１１４が眼科手術器具１３０の外表面に内接してもよい。したがってマ
ーカ１１４は、眼科手術器具１３０の外表面に内接する塗膜であってもよい。いくつかの
実施形態では、マーカ１１４は眼科手術器具１３０の壁部に埋め込まれてもよい。くわえ
てマーカ１１４は、可視、赤外または他の分光内で高コントラスト特徴を有してもよい。
高コントラスト特徴は、眼底の色またはパターンから区別される色またはパターンであっ
てもよい。たとえば高コントラスト色は、眼球の眼底には通常現れない緑色であってもよ
い。マーカ１１４の追加によって手術器具の寸法が大きくなるべきではないことに注目す
べきである。
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【００２３】
　図３は、マーカ１１４の様々な実施例を示す。マーカ１１４は、眼科手術器具１３０の
遠位部１４４に巻着するように構成成されたリング、リボン形状を有してもよい。マーカ
１１４は、内表面１１６及び外表面１１８を有してもよい。内表面１１６は、接着剤を有
し、眼科手術器具１３０の外表面に付着または接着するように構成成されてもよい。眼科
手術器具１３０の遠位部１４４の外表面は、リング、リボン形状のマーカ１１４を含むよ
うに構成成された周溝を有してもよい。したがってマーカ１１４は、周溝にしっかりと嵌
入してもよい。マーカ１１４の外表面１１８は、マーカ１１４を眼底画像内の他の要素か
ら区別するように構成成された色またはパターンを有してもよい。
【００２４】
　１つまたは複数のマーカ１１４が、眼科手術器具１３０のために利用されてもよい。マ
ーカ１１４は、滅菌プラスチックなどの生体適合性及び／または合成材料から作成されて
もよい。いくつかの実施形態においてマーカ１１４は、眼科手術器具１３０の遠位部１４
４の外表面に内接する塗膜であってもよい。マーカ１１４は互いに重なり合うか、または
互いに離れてもよい。マーカ１１４は、１つまたは複数の高コントラスト色を有してもよ
い。たとえばマーカ１１４は、眼底画像には通常ない緑色を有してもよい。緑色のマーカ
１１４はこうして、眼底画像の他の要素から区別されてもよい。
【００２５】
　マーカ１１４は、様々な色、テクスチャまたは分光コントラストを有してもよい。特に
、マーカ１１４は、眼科手術器具１３０の配向及び角度を識別することができるパターン
を含んでもよい。たとえば図３に示されるように、マーカ１１４ａはコントラストの高い
無地色を有してもよい。リング、リボン形状のマーカ１１４ａが切開されている場合、マ
ーカ１１４ａは無地色のリボンであってもよい。別の実施例においてマーカ１１４ｂは、
マーカ１１４ｂを背景の眼底画像から区別することができるテクスチャパターンを有して
もよい。例示的なマーカ１１４ｃは、赤外光を反射するかまたは放射するように構成成さ
れた赤外色を含んでもよい。様々な分光吸収／放射を有するマーカ１１４もまた、利用さ
れてもよい。
【００２６】
　マーカ１１４は、文字、数字、バーコード、パターン、記号または絵を含んでもよい。
例示的なマーカ１１４ｄは、文字を含んでもよい。図３に示されるように、マーカ１１４
ｄが眼科手術器具１３０の遠位部１４４の周囲を３６０度に巻着していると仮定すると、
文字「Ａ」はゼロ度の位置近くに位置してもよく、文字「Ｅ」は３６０度の位置近くに位
置してもよい。文字「Ｂ」、「Ｃ」及び「Ｄ」は「Ａ」と「Ｅ」との間にそれぞれの位置
に位置してもよい。したがって文字の配向に基づき、マーカ１１４ｄの回転位置及び間接
的には眼科手術器具１３０の回転位置が判定されてもよい。例示的なマーカ１１４ｅは、
数字「１」から「５」を含んでもよい。同様に、数字は眼科手術器具１３０の回転位置を
示してもよい。さらに文字または数字の配向はまた、眼科手術器具１３０の傾斜角度を示
してもよい。たとえば数字または文字はそれぞれ数字または文字の底部が遠位端１４６に
面するように、眼科手術器具１３０の遠位端１４６に配向されてもよい。したがって数字
または文字の配向に基づき、遠位端１４６の傾斜角度が判定されてもよい。
【００２７】
　例示的なマーカ１１４ｆは、バーコードまたはストライプを含んでもよい。ストライプ
の方向は、眼科手術器具１３０の傾斜角度を示してもよい。さらにストライプの数の変化
により、マーカ１１４ｆの回転位置及び間接的には眼科手術器具１３０の回転位置を示し
てもよい。マーカ１１４ｇは様々なドットパターンを有する。ドットの数はマーカ１１４
ｆの回転位置を示してもよく、ドットの配置はマーカ１１４ｆの傾斜角度を示してもよい
。マーカ１１４上ではまた、他の記号が利用されてもよい。たとえばマーカ１１４ｈ及び
１１４ｉの異なる回転位置において形または非文字記号などの様々な記号が、回転位置を
示すために利用されてもよい。くわえてマーカ１１４ｊの回転及び傾斜位置を示すために
、絵が利用されてもよい。眼科手術器具１３０の配向及び位置を示すことができる他のパ
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ターンまたは記号もまた、マーカ１１４上で利用されてもよい。
【００２８】
　図４は、眼球１０１内に挿入された眼科手術器具１３０を追跡するための方法４００を
示す流れ図である。上述の通り、光源１２２は撮像光を眼球１０１の眼底内に導入しても
よい。眼底から反射した撮像光はレンズ１３２及び１３４によって誘導され、撮像装置１
２４によって受光されてもよい。４０２では、撮像装置１２４が眼底の画像を撮像しても
よい。特に撮像装置１２４は、映像を作成するために画像のフレームを撮像してもよい。
各画像フレームは、処理され、分析されるために画像処理装置１２６に転送されてもよい
。
【００２９】
　４０４では、画像処理装置１２６が画像フレーム上でコントラスト及び特徴強調処理を
行ってもよい。たとえば画像処理装置１２６は、Ｒｅｄ－Ｇｒｅｅｎ－Ｂｌｕｅ（ＲＧＢ
）フォーマットで画像フレームを受容してもよい。４０４では、画像処理装置１２６がＲ
ＧＢフォーマットの画像フレームをＨｕｅ－Ｓａｔｕｒａｔｉｏｎ－Ｖａｌｕｅ（ＨＳＶ
）空間に変換してもよい。コントラスト特徴を引き立たせるために画像フレームが強調さ
れた後、４０６では画像処理装置１２６がマーカ１１４の一次推定マスクを判定してもよ
い。たとえばマーカ１１４の所定の色に基づき、画像処理装置１２６はマーカ１１４の画
像を引き立たせ、推定するために、マーカ１１４を背景から分離させることができるＨＳ
Ｖ画像フレームの色相及び彩度チャネルに基準を適用してもよい。
【００３０】
　４０８においては、画像処理装置１２６が画像フレームからマーカ１１４の画像を抽出
してもよい。たとえば画像処理装置１２６は、画像フレーム内でマーカ１１４の境界を検
出するためのブロッブ検出処理を実施してもよい。ブロッブは、色及び輝度などのいくつ
かの特質がほぼ一定である画像フレームの領域であってもよい。画像処理装置１２６はブ
ロッブを検出するために、画像フレーム内でほぼ一定の特質の領域を探索してもよい。し
たがって画像処理装置１２６は、マーカ１１４の境界を発見し、マーカ１１４を画像フレ
ームから抽出してもよい。
【００３１】
　４１０では、画像処理装置１２６が画像フレームから抽出されたマーカ１１４の形状及
び配向を分析してもよい。所定のパターン及び色に基づき、画像処理装置１２６が画像フ
レーム内のマーカ１１４の配向を判定してもよい。たとえばマーカ１１４がストライプを
有する場合、画像処理装置１２６がストライプの配向及び方向に基づいてマーカ１１４の
配向を判定してもよい。
【００３２】
　４１２においては、画像処理装置１２６が眼科手術器具１３０の遠位端１４６の位置及
び配向を判定してもよい。特にマーカ１１４の位置及び配向に基づいて、画像処理装置１
２６が眼科手術器具１３０の遠位端１４６の位置及び配向を判定してもよい。たとえばマ
ーカ１１４は眼科手術器具１３０の遠位端１４６から所定の距離に位置してもよく、たと
えば帯または矢印などの眼科手術器具１３０の指示方向を示すパターンを有してもよい。
したがってマーカ１１４の位置及びパターンに基づいて、画像処理装置１２６が眼科手術
器具の遠位端１４６の位置及び眼科手術器具の指示方向または配向を判定してもよい。
【００３３】
　４１４では、眼科手術器具１３０の遠位端１４６またはサージカルガイドのための他の
手術データを示すインジケータを画像処理装置１２６がオーバーレイ表示してもよい。た
とえば画像処理装置１２６は四角、丸、星または矢印などのインジケータを生成し、イン
ジケータを眼科手術器具１３０の遠位端１４６の位置で画像フレームに重ね合わせてもよ
い。さらにインジケータは、眼科手術器具１３０の、たとえば指示角度などの配向を示し
てもよい。たとえば矢印は、眼科手術器具１３０の指示方向を示すインジケータとして利
用されてもよい。さらにインジケータはまた、網膜１１２の領域のＯＣＴ画像などの画像
、または硝子体切除プローブの切開速度などの外科的設定のパラメータを含んでもよい。
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【００３４】
　図５は、眼科手術中の眼底画像５００を示す。眼底画像５００は、表示装置１２８上に
表示されるか、または処理及び表示されてもよい。眼底画像５００において示されるよう
に、眼科手術器具１３０の遠位部１４４は眼球１０１内に挿入される。遠位部１４４は、
マーカ１１４を有してもよい。画像処理装置１２６がマーカ画像を抽出し、マーカ１１４
の位置及び配向を判定した後、画像処理装置１２６がインジケータ５０２、５０４及び５
０６を生成し、眼底画像に重ね合わせてもよい。
【００３５】
　インジケータ５０２は、眼底画像５００内でマーカ１１４上に位置する、または手術器
具１３０の位置にあるドットであってもよい。したがってインジケータ５０２は、リアル
タイムのマーカ１１４の位置または手術器具１３０の位置を示してもよい。インジケータ
５０４は、マーカ１１４上の、またはマーカ１１４に隣接した位置にある矢印であっても
よい。インジケータ５０４の矢印は、眼科手術器具１３０の配向または指示位置を示して
もよい。インジケータ５０６は、マーカ１１４に位置するか、またはマーカ１１４に隣接
するテキストまたは画像であってもよい。インジケータは、眼科手術器具の名称または説
明を含んでもよい。インジケータはまた、診断情報、手術の状態、警告または他の情報を
含んでもよい。たとえばインジケータは、商標名、識別情報及び／または基本説明を含ん
でもよい。図５に示される実施例において、インジケータ５０６は眼科手術器具の商標名
を示す「Ａｌｃｏｎ」のテキストを有する。いくつかの実施形態では、ユーザにさらなる
情報を提供するために、温度、流量、回転毎分（ＲＰＭ）速度、圧力などの動作パラメー
タが、インジケータ５０６に含まれてもよい。他の実施形態では、ユーザをさらに誘導す
るため、光干渉断層法（ＯＣＴ）、蛍光眼底血管造影法（ＦＡ）などの他の画像診断法か
らの被検眼組織の画像がインジケータ５０６に含まれてもよい。
【００３６】
　眼科手術器具１３０の遠位端１４６の位置及び配向をリアルタイムで継続的に追跡する
ために画像フレームが表示される際に、画像処理装置１２６は各画像フレームのための方
法４００を実行してもよい。したがって表示装置１２８は、眼科手術器具１３０の遠位端
１４６の位置及び移動を追跡するために眼底のリアルタイムの映像内でインジケータ５０
２、５０４及び５０６を表示してもよい。したがって、外科医は、手術中の眼球１０１内
での眼科手術器具１３０の移動を視覚化する表示装置１２８を見ることができる。
【００３７】
　赤外分光内で画像を撮像するように構成成された撮像装置１２４を利用して赤外マーカ
１１４を追跡するために、上述のシステム及び方法が適用されてもよい。さらにＯＣＴ対
応の手術器具１３０は、ＯＣＴ手術用プローブ１３０の遠位端１４６の領域周辺でＯＣＴ
手術用プローブ１３０によって撮像中の眼球１０１の領域を追跡するために、上述のシス
テム及び方法を利用してもよい。
【００３８】
　いくつかの実施形態では、インジケータが眼科手術器具１３０の識別情報またはパラメ
ータを含んでもよい。たとえばインジケータは、眼科手術器具１３０が特定の液体の流量
、圧力及び温度を有する洗浄器具であることを識別してもよい。これらのパラメータの表
示により、外科医は表示装置１２８から目を離すことなく眼科手術器具１３０の動作を追
跡し続けることができる。
【００３９】
　当業者は、本開示に内包される実施形態が上述の特定の例示的な実施形態に限定されな
いことを理解するであろう。その点において例示的な実施形態を呈示説明したが、上記の
開示においては大幅な修正、変更及び代用が企図される。本開示の要旨を逸脱しない範囲
でそのような変更が上記に加えられてもよいことが理解される。したがって、添付された
特許請求は本開示に則する方法で広く解釈されるべきであることが理解される。



(11) JP 2017-501802 A 2017.1.19

【図２】 【図５】

【図１】 【図３】



(12) JP 2017-501802 A 2017.1.19

【図４】



(13) JP 2017-501802 A 2017.1.19

10

20

30

40

【国際調査報告】



(14) JP 2017-501802 A 2017.1.19

10

20

フロントページの続き

(81)指定国　　　　  AP(BW,GH,GM,KE,LR,LS,MW,MZ,NA,RW,SD,SL,ST,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,RU,T
J,TM),EP(AL,AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,MK,MT,NL,NO,PL,PT,R
O,RS,SE,SI,SK,SM,TR),OA(BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,KM,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AO,AT,AU,AZ,
BA,BB,BG,BH,BN,BR,BW,BY,BZ,CA,CH,CL,CN,CO,CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DO,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,GT,H
N,HR,HU,ID,IL,IN,IR,IS,JP,KE,KG,KN,KP,KR,KZ,LA,LC,LK,LR,LS,LU,LY,MA,MD,ME,MG,MK,MN,MW,MX,MY,MZ,NA,NG
,NI,NO,NZ,OM,PA,PE,PG,PH,PL,PT,QA,RO,RS,RU,RW,SA,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,ST,SV,SY,TH,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,
UA,UG,US

(74)代理人  100150810
            弁理士　武居　良太郎
(74)代理人  100134784
            弁理士　中村　和美
(72)発明者  ホゥガーン　レン
            アメリカ合衆国，カリフォルニア　９２６０４　アーバイン，トピーカ　３４
(72)発明者  ユイ　リーンフオン
            アメリカ合衆国，カリフォルニア　９２６３０，レイクフォレスト，レイクフォレスト　ドライブ
            　２０５１１
Ｆターム(参考) 4C316 AA09  AB16  FB12  FB21  FB26  FC12 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	search-report
	overflow

